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1 R3.5.29 R3.6.3 東京都立新宿山吹高等学校校歌 1 1
都立新宿山吹
高等学校

2 R3.5.10 R3.6.4
令和3年4月16日決定３教指企第124号「学校連携観戦会場における実地踏査につい
て（通知）」

2 1
教育庁指導部
管理課

3 R3.4.8 R3.6.7 平成30年10月17日付進路相談部資料 2 1
都立杉並総合
高等学校

4 R3.4.8 R3.6.7

・令和元年度都立高校防災サミット及び合同防災キャンプ報告会次第
・生徒座席表、教員グループ協議
・「東京マイ・タイムライン」で風水害にどう備えるか
・町役場からの学び
・令和元年度都立高校防災サミット及び合同防災キャンプ報告会講演・協議用紙
（生徒用）
・令和元年度都立高校防災サミット及び合同防災キャンプ報告会アンケート用紙

16 1
教育庁指導部
管理課

5 R3.4.8 R3.6.7
令和元年8月30日付31教指企第960号「東京2020大会における子供の競技観戦に係
る配券割当案（暫定）の確認について（依頼）」

10 1 1 1

【提出先メールアドレス】
職員が業務で使用する電子メールアドレスは、公にすることによ
り、業務と関連のないメールが送信される等、事務事業の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため
【配当割当案（暫定）一覧の番号・校種・センター名・学校名以外
の項目】
・担当部署内部または関係部署・関係団体との間における検討又は
協議に関する情報であって、公にすることにより、未成熟な情報が
確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがある
他、干渉・圧力等により行政内部の自由率直な意見交換が妨げられ
るおそれがあるため
・担当部署内部または関係部署・関係団体との間における検討又は
協議に関する情報であって、公にすることにより、関係団体からの
信頼を不当に損なうことと認められるものであり、今後のオリン
ピック・パラリンピック事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

6 R3.4.8 R3.6.7

・都立稔ヶ丘高等学校発表資料
・都立青井高等学校発表資料
・都立青梅総合高等学校発表資料
・第Ⅱ部講演資料の一部

1 1 1

・個人に関する情報で、特定の個人を識別することがもの（他の情
報と照合することにより、特定の個人を識別することができること
となるものを含む。）又は特定の個人を識別することができない
が、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあ
るものであるため
・発行元に関する情報であって、公にすることにより、発行元から
の信頼を不当に損なうことと認められるものであり、今後の事業運
営上支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

7 R3.6.3 R3.6.7 都立光明学園（29）西棟新築工事 126 1 都立光明学園

8 R3.4.9 R3.6.8
平成28年度から令和２年度までの特別支援学校の学校事故報告書（緊急搬送され
た又はそれに準ずる事例）

107 1 1 1

【校長の見解及び記入者の所見以外の箇所】
当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができ
るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ
とができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害す
るおそれがあるものであるため
【校長の見解及び記入者の所見】
・当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別する
ことはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害
するおそれがあるものであるため
・当該情報が公になると、今後同種の案件が発生した場合に、率直
な所見を述べることが躊躇され、その結果、正確な情報を収集する
ことが困難になるなど、適正な学校運営に支障を及ぼすおそれがあ
るため

教育庁指導部
管理課

9 R3.4.19 R3.6.8
平成30年10月5日付30教指企第1020号「東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会における子供の協議観戦について（通知）」

12
教育庁指導部
管理課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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10 R3.5.27 R3.6.8

・平成２２年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会報告書
・平成２９年５月１２日（金）入選検（第１回）記録
・平成２９年５月２６日（金）入選検（第２回）記録
・平成２９年６月９日（金）入選検（第３回）記録
・平成２９年６月２３日（金）入選検（第４回）記録
・平成２９年７月６日（木）入選検（第５回）記録
・平成３０年５月９日（水）入選検（第１回）記録
・平成３０年５月２２日（火）入選検（第２回）記録
・平成３０年６月１１日（月）入選検（第３回）記録
・平成３０年６月２１日（木）入選検（第４回）記録
・平成３０年７月９日（月）入選検（第５回）記録
・平成３１年３月２６日（火）入選検（第６回）記録
・令和元年５月１０日（金）入選検（第１回）記録
・令和元年５月２４日（金）入選検（第２回）記録
・令和元年６月６日（木）入選検（第３回）記録
・令和元年６月２１日（金）入選検（第４回）記録
・令和元年７月８日（木）入選検（第５回）記録
・令和２年５月２１日（水）入選検（第２回）記録
・令和２年６月１９日（金）入選検（第３回）記録
・令和２年７月６日（月）入選検（第４回）記録
・平成２７年度東京都立高等学校入学者選抜に関する調査No.3
・平成２８年度東京都立高等学校入学者選抜に関する調査No.3
・平成２９年度東京都立高等学校入学者選抜に関する調査No.3
・平成３０年度東京都立高等学校入学者選抜に関する調査No.3
・平成３１年度東京都立高等学校入学者選抜に関する調査No.3
・令和２年度東京都立高等学校入学者選抜に関する調査No.3

1 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

11 R3.5.27 R3.6.8 「男女別定員制の緩和について」（平成２７年度から令和２年度まで） 1 1 1

男女別定員制是正幅等に関する資料及び「男女別定員制の緩和につ
いて」のうち開示していない部分については、他の情報と合わせる
ことにより、学校を特定することが可能となる情報である。
学校が明らかになることにより、各学校における合格最低点が明ら
かになるなど、都立高等学校の順位付けが可能となり、それによっ
て受験競争が助長され、選抜方法の多様化など、東京都教育委員会
が進めている入学者選抜改善や、各学校が推進している特色ある学
校づくりが阻害され、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

12 R3.5.28 R3.6.8

・平成２２年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会報告書
・平成２９年５月１２日（金）入選検（第１回）記録
・平成２９年５月２６日（金）入選検（第２回）記録
・平成２９年６月９日（金）入選検（第３回）記録
・平成２９年６月２３日（金）入選検（第４回）記録
・平成２９年７月６日（木）入選検（第５回）記録
・平成３０年５月９日（水）入選検（第１回）記録
・平成３０年５月２２日（火）入選検（第２回）記録
・平成３０年６月１１日（月）入選検（第３回）記録
・平成３０年６月２１日（木）入選検（第４回）記録
・平成３０年７月９日（月）入選検（第５回）記録
・平成３１年３月２６日（火）入選検（第６回）記録
・令和元年５月１０日（金）入選検（第１回）記録
・令和元年５月２４日（金）入選検（第２回）記録
・令和元年６月６日（木）入選検（第３回）記録
・令和元年６月２１日（金）入選検（第４回）記録
・令和元年７月８日（木）入選検（第５回）記録
・令和２年５月２１日（水）入選検（第２回）記録
・令和２年６月１９日（金）入選検（第３回）記録
・令和２年７月６日（月）入選検（第４回）記録
・平成２７年度東京都立高等学校入学者選抜に関する調査No.3
・平成２８年度東京都立高等学校入学者選抜に関する調査No.3
・平成２９年度東京都立高等学校入学者選抜に関する調査No.3
・平成３０年度東京都立高等学校入学者選抜に関する調査No.3
・平成３１年度東京都立高等学校入学者選抜に関する調査No.3
・令和２年度東京都立高等学校入学者選抜に関する調査No.3

1 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課
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13 R3.5.28 R3.6.8 「男女別定員制の緩和について」（平成２７年度から令和２年度まで） 1 1 1

男女別定員制是正幅等に関する資料及び「男女別定員制の緩和につ
いて」のうち開示していない部分については、他の情報と合わせる
ことにより、学校を特定することが可能となる情報である。
学校が明らかになることにより、各学校における合格最低点が明ら
かになるなど、都立高等学校の順位付けが可能となり、それによっ
て受験競争が助長され、選抜方法の多様化など、東京都教育委員会
が進めている入学者選抜改善や、各学校が推進している特色ある学
校づくりが阻害され、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

14 R3.6.7 R3.6.10 中学校別評定割合 1 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

15 R3.6.7 R3.6.10 中学校別評定割合 1 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

16 R3.5.31 R3.6.11
・緊急事態宣言の延長に伴う都立学校の対応について（依頼）
・緊急事態宣言の再延長に伴う都立学校の対応について（依頼）

11 1
教育庁総務部
総務課

17 R3.4.15 R3.6.14 東京都いじめ防止対策推進条例第11条第４項に規定する調査に関する報告書 1 1 1

【●●から非開示の要望があった箇所】
当該情報は、●●から非開示の要望があった情報であって、公にす
ることにより、●●からの信頼を不当に損なうことと認められるも
のであり、今後の事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

18 R3.4.15 R3.6.14 再調査委員会に関する参照可能な資料 1 請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

19 R3.4.15 R3.6.14 東京都教育委員会いじめ問題対策委員会議事録などで参照可能な資料

東京都のホームページにおいて閲覧可能な情報であり、これらは東
京都情報公開条例第１８条第２項「インターネットの利用その他実
施機関の定める方法により公表若しくは提供を行っている情報と同
一の情報が記載された公文書については、当該公文書の開示をしな
いものとする。」に該当するため、東京都教育委員会情報公開事務
取扱要綱第３条第５項第６号に基づき、却下する。

教育庁指導部
管理課

20 R3.6.9 R3.6.14
都立板橋特別支援学校（３）外壁その他改修工事
諸経費計算書（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）

3 1
教育庁都立学
校教育部営繕
課

21 R3.4.22 R3.6.21

・ 令和２年１１月１８日付２教指高第３７０号「周年行事等実施予定校連絡会の
開催について（通知）」
・ 周年行事等実施予定校連絡会　次第
・ 資料１「周年行事等の実施における留意点について」
・ 資料２「儀式的行事における国旗・国歌の取扱いについて」
・ 資料３「周年行事等の壇上『座席表』（例）」
・ 資料４「（例）報道機関のみなさまへ」
・ 資料５「周年行事等実施予定校一覧」
・ 資料６「記念式典に関する予算の増額について」
・ 資料７「平成２４年１２月６日付２４教学高第１６１３号『改革校における周
年行事等実施に係る注意の喚起について（通知）」

12 1
教育庁指導部
管理課

22 R3.4.22 R3.6.21
・令和3年度教育施策連絡協議会配布資料一式
・支出命令書「東京都教育委員会開催に係る費用弁償（令和3年4月分）」にかか
る「集合依頼人明細登録確認書」

77 1
教育庁総務部
教育政策課

23 R3.6.7 R3.6.21
・昭和24年第9回教育委員会定例会会議録第27号議案資料
・昭和39年第10回教育委員会定例会会議録第106号議案資料

6 1
教育庁総務部
教育政策課

24 R3.6.10 R3.6.21 生徒用椅子外22件の買入れ契約に係る内訳書 1 1
東京都東部学
校経営支援セ
ンター
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25 R3.6.10 R3.6.23

・都立墨東特別支援学校（３）受変電設備改修工事
・都立田無特別支援学校（２）受変電設備改修工事
・都立八王子拓真高等学校（３１）受変電設備その他改修工事
・都立清瀬高等学校（３１）空調設備改修工事
図面、特記仕様書、設計説明書、工事設計書、代価明細書、諸経費計算書　一式

291 1
教育庁都立学
校教育部営繕
課

26 R3.6.15 R3.6.23
都立浅草高等学校(3)昇降機設備改修工事
工事設計内訳書・諸経費計算書

17 1
教育庁都立学
校教育部営繕
課

27 R3.6.22 R3.6.23

令和３年３月25日付けの中学校等別評定割合（個表）-都内公立中学校第３学年及
び義務教育学校第９学年の令和２年12月31日現在の評定（調査書記載の評定）状
況-調査対象623校（中等教育学校、義務教育学校を含む。）のうち調査対象人員
が40人以下の学校等を除いた578校

14 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

28 R3.1.5 R3.6.25 旅費請求内訳書（令和●年●月分） 6 1 1 1

・●年●月●日に処分発令を受けた教職員が所属する学校名に係る
情報であり、当該情報は、特定の個人を識別することができるもの
（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することがで
きることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはで
きないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそ
れがあるもののため
・●年●月●日に都教育委員会が行った東京都公立学校職員に対す
る懲戒処分の発令の態様に係る情報であり、開示することにより人
事管理事務に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁人事部
職員課

29 R3.2.25 R3.6.25
（１）「事故報告書の提出について」（２４中支セ支第３７２号）
（２）「事故報告書の提出について」（２５中支セ支第１６号） 7 1 1 1

・「発生日時」欄、「発生場所」欄・「事故者所属職名」欄・「事
故者氏名」欄・「教科」欄・「教職年数」欄・「校務分掌」欄（都
教育委員会が処分公表基準に基づき公表する処分理由と同等の内容
である部分を除く。）
個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるも
の又は特定の個人を識別することはできないが、開示することによ
り、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
・「１　発生状況」欄・「２　学校の対応措置」欄・「３　校長所
見」欄（都教育委員会が処分公表基準に基づき公表する処分理由と
同等の内容である部分及び一般的な記述を除く。）・「４　添付資
料」欄及び添付資料
・個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる
もの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することに
より、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
・当事者、関係者等からの報告や事情聴取等の内容について、開示
が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等か
らの報告や事情聴取等による適切な情報収集が困難となるおそれが
あり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすお
それがあるため
・開示が前提となると、事故に関して、校長が自らの率直な意見を
記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の
公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁人事部
職員課

30 R3.2.25 R3.6.25

「２０２１年２月２２日付『●●』
「●●」の都立学校教員が載った
”君が代”等の記事の内容に関し、
都教委が幹部間で協議したり、文科省や国会議員・都議等の政治家とやり取りし
たりした文書（電話・メールの記録を含む）

1 作成及び取得していないため
教育庁人事部
職員課

31 R3.2.25 R3.6.25

・服務事故に関する事情聴取書
（平成２４年度実施）
・服務事故の監督責任に関する事情聴取書
（平成２４年度実施）
・服務事故に関する事情聴取書
（平成２５年度実施）
・服務事故の監督責任に関する事情聴取書
（平成２５年度実施）

1 1 1

・被聴取者に係る情報は、個人に関する情報であって、特定の個人
を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはでき
ないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれ
があるもののため
・事情聴取の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事
故が発生した場合に、当事者、関係者等からの事情聴取による適切
な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正
かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁人事部
職員課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

32 R3.5.7 R3.6.25 令和３年度入学式調査回答（全都立学校分） 343 1
教育庁指導部
管理課

33 R3.6.18 R3.6.28
都立田柄高等学校(3)外壁改修工事
工事設計内訳書・諸経費計算書

15 1
教育庁都立学
校教育部営繕
課

34 R3.6.21 R3.6.28
都立鹿本学園(3)体育館棟屋根防水改修工事
工事設計内訳書・諸経費計算書

11 1
教育庁都立学
校教育部営繕
課


